
産業技術短期大学で学ぶ

制度内容

選考のながれ

応募受付期間

① 産業技術短期大学の入学を希望する優秀な生徒を対象に、市が

選考を行い、特待生として産業技術短期大学に推薦します。

② 推薦された生徒は、同大学への願書提出および選考を経て、産

業技術短期大学特待生として決定します。

産業技術短期大学の授業料および学園維持金が、

原則として２年間、２分の１免除される制度です。

次の期間に下記の①または②の方法で伊丹市へ応募書類を提出

令和７年１月６日（月）～１月１６日（木）
① 簡易書留にて送付（締切日の消印有効）

② 持参（受付時間は9：00～17：00）

※持参の場合、土曜日および日曜日は受け付けません。

＜産業技術短期大学について＞

【設置学科】 機械工学科、電気電子工学科、情報処理工学科
【設立】 1962年に日本鉄鋼連盟の発起により設立された工学系の短期大学
【所在地】 尼崎市西昆陽1-27-1 

伊丹市教育委員会事務局 教育総務部 教育政策課

〒664-8503 伊丹市千僧1-1 【Tel】072-784-8081

※応募資格など詳細は、伊丹市のホームページで確認してください。
（「産業技術短期大学 伊丹市特待生」で検索してください）

お問合せ先

伊丹市による
選考日時

令和７年１月２３日（木）１３：００～


